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 令和５年余市町議会第２回定例会会議録（第２号） 

 

開 議  午前１０時００分 

延 会  午後 １時４６分 

 

                                                 

 

 〇招 集 年 月 日              

  令和５年６月２０日（火曜日）       

 

 〇招 集 の 場 所              

  余市町議事堂               

 

 〇開     議              

  令和５年６月２１日（水曜日）午前１０時 

 

 〇出 席 議 員  （１８名）       

  余市町議会議長  ３番 中 井 寿 夫 

  余市町議会副議長  ８番 土 屋 美奈子 

  余市町議会議員  １番 野 呂 栄 二 

      〃      ２番 吉 田   豊 

      〃      ４番 藤 野 博 三 

      〃      ５番 内 海 博 一 

      〃      ６番 庄   巖 龍 

      〃      ７番 山 本 正 行 

      〃      ９番 岸 本 好 且 

      〃     １０番 彫 谷 吉 英 

      〃     １１番 茅 根 英 昭 

      〃     １２番 近 藤 徹 哉 

      〃     １３番 安 久 莊一郎 

      〃     １４番 大 物   翔 

      〃     １５番 中 谷 栄 利 

      〃     １６番 白 川 栄美子 

      〃     １７番 寺 田   進 

      〃     １８番 伊 藤 正 明 

 

 〇欠 席 議 員  （０名）        

 

 〇出 席 者              

  余 市 町 長  齊 藤 啓 輔 

    副    町    長  渡 邊 郁 尚 

    総  務  部  長  髙 橋 伸 明 

  総 務 課 長  越 智 英 章 

  財 政 課 長  髙 田 幸 樹 

  税  務  課  長  庄 木 淳 一 

  民 生 部 長  篠 原 道 憲 

  福 祉 課 長  大 平 直 規 

  子育て・健康推進課長  中 島 紀 孝 

  保 険 課 長  小 黒 雅 文 

  環 境 対 策 課 長  大 森 直 也 

  総 合 政 策 部 長  阿 部 弘 亨 

  政 策 推 進 課 長  橋 端 良 平 

  農 林 水 産 課 長  奈 良   論 

  商 工 観 光 課 長  原 田 孝 嗣 

  建 設 水 道 部 長  千 葉 雅 樹 

  建 設 課 長  成 田 文 明 

  まちづくり計画課長  北 島 貴 光 

  下 水 道 課 長  樋 口 正 人 

  水 道 課 長  紺 谷 友 之 

  会計管理者（併）会計課長  須 貝 達 哉 

  農業委員会事務局長  濱 川 龍 一 

  教 育 委 員 会 教 育 長  前 坂 伸 也 
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  学 校 教 育 課 長  内 田 真樹子 
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  選挙管理委員会事務局長 
               石 川 智 子 
  （併）監査委員事務局長 
 

 

 〇事務局職員出席者             

  事  務  局  長  羽 生 満 広 

  書         記  寒河江 美 桜 

  書         記  山 内 千 洋 

 

 〇議 事 日 程             

  第 １ 一般質問             

                              

開 議 午前１０時００分 

〇議長（中井寿夫君） ただいまから令和５年余

市町議会第２回定例会を再開いたします。 

 ただいまの出席議員は18名です。 

 よって、定足数に達しましたので、会議は成立

いたしました。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 日程第１、昨日に引き続

き一般質問を行います。 

 順次発言を許します。 

 発言順位２番、議席番号14番、大物議員の発言

を許します。 

〇14番（大物 翔君） 令和５年第２回定例会に

当たり、さきに通告済みの質問１件について答弁

を求めます。よろしくお願いします。 

 乳幼児健診の在り方について伺います。本町で

は、子供たちが健やかに育ち、町が保護者の悩み

に寄り添うために４か月、10か月、１歳６か月、

３歳の計４回乳幼児健診を行っていますが、その

実施方法について質問します。 

 本町では、主に公共施設を使い毎月健診が行わ

れていますが、対象家庭への通知、問診票の送付、

健診の実施時刻、健診の流れなどについていつか

ら今の形式になったのか、誰に合わせた日時なの

かなど様々な疑問があります。そこで、以下伺い

ます。 

 １つ、乳幼児健診実施の案内はどういうタイミ

ングで発送されているのか、またその内容につい

て。 

 ２つ、健診時間は受付を含めてなぜ昼をまたぐ

のか。子供たちの食事や保護者の仕事の都合を考

えると、例えば午前、午後で分けるなどし、昼ま

たぎを避けるべきと考えるが、見解を伺います。 

 ３つ、各健診１回当たりの平均受診者数は何名

程度か、また健診時間を短くできるよう努めるべ

きと考えるが、見解を伺います。 

 ４つ、現状待ち時間の間子供たちは何もない環

境で長時間待つことになる。子供と保護者の心身

の負担を減らす工夫が必要と考えるが、見解を伺

います。 

 ５つ、次は何をする予定なのか、あと何の検査

が残っているのかなど行動に関する情報がその場

で明確であれば、同じ待ち時間であっても心理的

負担の軽減につながると考える。したがって、健

診会場に健診予定項目やおおむねの時間を掲示す

るなどの工夫が大切と考えるが、見解を伺います。 

〇町長（齊藤啓輔君） 14番、大物議員の質問に

答弁します。 

 １点目の健診実施の案内についてですが、４か

月、10か月健診については３月から11月に誕生し

たお子さんは生後１か月をめどにご案内をしてお

り、12月から２月に誕生したお子さんは年度をま

たぐことから、３月末にご案内をしています。１

歳６か月児健診のご案内については、対象年の３

月にご案内をしています。３歳児健診については、

健診日程の二、三か月前にそれぞれ健診時に持参

する受診票やアンケートを同封し、ご案内してい

ます。案内の内容については、健診の日程、会場、

健診の内容、母子手帳等の必要な持ち物について

のご案内、さらに３歳児健診においては自宅での

視力検査、聴力検査等についての説明のご案内を

しています。 
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 ２点目の健診時間が昼をまたぐのかについてで

すが、余市医師会、余市歯科医師会を通じて健診

医の依頼をしており、時間はそれぞれ勤務医、開

業医であることから、病院の診察時間外の中でお

願いをし、診察を行う前に身体測定等を行う必要

もあるから、現在は12時頃にまとめて行っている

ものであります。 

 ３点目の各健診１回当たりの平均受診者数につ

いてですが、平均については健診ごとに人数のば

らつきがありますが、昨年度の実績では４か月児

健診が12回の開催で64名、10か月児健診が12回の

開催で73名、１歳６か月児健診が８回の開催で

68名、３歳児健診が９回の開催で83名の方が受診

しています。 

 ４点目の子供と保護者の心身の負担を減らす工

夫についてですが、以前は玩具、絵本なども用意

していましたが、コロナ禍により取りやめている

経過があります。今後は、状況も見極めながら再

開に向け検討します。 

 ５点目の健診予定項目やおおよその時間の掲示

についてですが、保護者の方に分かりやすく周知

するよう案内や掲示に努めます。 

〇14番（大物 翔君） 改善を進めていただける

ものも幾つかあるぞという趣旨を伺ったと解釈し

ています。できるだけ順番に聞いていきます。 

 まず、１番の案内の発送タイミングだったので

すけれども、できれば各健診に該当される方々、

一月ないし一月半前ぐらいに毎月順次発送してい

くという形にされてはいかがかなというふうに思

うのです。実は、今回この質問をつくるに当たっ

て近隣の町村を中心にちょっと各町どういう状況

でやっていらっしゃるでしょうかというふうに問

合せをさせていただいたのです。そうしたら、大

体２週間前とか、あるいはどんなに早くても２か

月前ぐらいで各町やっていらっしゃるのです。ど

うしてそういうタイミングなのですかというふう

に尋ねたら、まず一つには対象になる方が忘れて

しまう可能性があるのだというのが１点、また休

みを取る都合とかもあったりするものですから、

１週間前に来て、来週ですよというわけにはいか

ないから、おおむねシフト制で働いている仕事な

ど考えても大体２週間から１か月半前で何とかな

るだろうと。もしそれでも今回間に合いませんと

いう話になった場合は、では次回でお願いします

というような形で柔軟に対応されているケースも

多いようなのです。そういったこと考えていきま

すと、お手紙を発送するタイミングというのも少

し改善していく必要あるのではないかなと思いま

すが、いかがでしょう。 

〇町長（齊藤啓輔君） 14番、大物議員の質問に

答弁します。 

 各自治体によってやり方があると思いますけれ

ども、私の知っている限りでは多くの自治体、４

か月、10か月あたりの健診の受診票、生まれてす

ぐに一気にまとめて発送するというところも多く

あります。それぞれの自治体でそれぞれのやり方

があると思いますが、どういうやり方が一番適し

ているのかは担当課のほうで検討していくことで

あるかと思います。 

〇14番（大物 翔君） 分かりました。その辺は

随時改善の糸口を探っていってください。 

 ２番目、恐らくこれが一番難しい話なのかなと

思うのですけれども、結局医師会のほうにお願い

をしている都合上、相手方の都合というものもご

ざいますものですから、なかなか今の形にならざ

るを得ないのだというのは理解できます。ただ、

その一方でこうしたものをどうしていこうかと考

える場合に発想の出発点としてはやはりまず健診

を実際に受けるお子さん、次に一緒に来る保護者、

そこから発想していけば、おのずと今のやり方で

果たしていいのだろうかという問題も出てくると

思うのです。小樽、仁木、倶知安、岩内、あと札

幌、今回私が現状どうなっていますでしょうかと

確認をした市町村なのですけれども、例えば小樽
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市は12時半から、仁木町は１時半から、実際に始

めるのは１時、２時ぐらいからです。倶知安町、

２時から、岩内、１時から。さらに言えば、ここ

の各町は基本的には地元のお医者さんに健診をお

願いしていると。だから、余市町だけがなかなか

そうはいかないのだよという、もちろん先方の都

合もあるのですけれども、そうとも必ずしも限ら

ないのかなと。そういった要請を行っていくこと

もこれから必要になっていくのではないかなと考

えますが、いかがでしょう。 

〇町長（齊藤啓輔君） 14番、大物議員の質問に

答弁します。 

 これはオペレーションで改善できる問題であっ

て、先ほど申し上げたとおり、歯科医と小児科医

は診療時間外の休憩時間を使って診てもらってい

るわけです。例えば余市町の場合は12時に集合し

て、12時半から歯科が始まり、１時から小児科が

始まるというようなタイムスケジュールで、厳密

に言うと昼またぎではなくて、昼のランチタイム

といいますか、昼の休みの時間を使って健診をす

るわけです。これをどうやって改善するかという

と、例えば12時に来た人であれば12時半に歯科医

を受ければ30分、12時から12時半の間に問診やる

わけですけれども、その間に準備をすると。一気

に12時に全員来てもらう必要ないわけです。順々

に来てもらう時間をずらして、最初に歯科が始ま

るから、歯科の健診中に遅く来た人は問診なりを

するというような時間差でオペレーションずらし

ていけば改善ができる話であって、それは担当に

は私のほうから言ってあります。 

〇14番（大物 翔君） 余市と比べると少し人数

が多いのですけれども、小樽市さんなどが実はそ

れに近い枠組みを今既にやっていらっしゃるそう

なのです。大体30分刻みくらいで３枠ぐらいに時

間を設定して、あらかじめあなたは何時ぐらいに

来てくださいというふうにお願いをしておるそう

なのです。それで、順々にやっていくという。余

市が大体５人から10人ぐらい１回というものに対

して小樽市さんは大体20人から25人でやっている

と。ちなみに、お願いしているお医者さんの数は

ほぼ一緒でございます、人数としては。仁木町さ

んなどですと、実は小児科の先生ではなくて内科

の先生が担当されているそうなのです。１時半と

か２時から始めるようだけれども、どうやってや

っているのですかといったら、その日はもともと

健診用ということで休診してやっていますと。倶

知安ですと厚生病院の先生とかからお願いしてい

るそうなのですけれども、この週のこの時間は健

診の日ですよとはなから病院を診療医はお休みさ

れて、山麓地域、各地回っていらっしゃるという

ような取組もあるのです。だから、もちろん診て

くださる先生方のご都合というのはとっても重要

なのだけれども、余市町としてはここ何年来ずっ

と子育て政策頑張ろうとやってきた背景もあるも

のですから、やはり着目すべきは子供から見たら

何が一番いいだろうというのをできるだけ詰めて

いってあげる。一回ですぐにかなわなかったとし

ても、大体１年間のスケジュールって１年分決め

てやっていらっしゃるようなので、余市町の場合

は。それを詰めていく作業のときにちゃんと要望

していくということが私大切かなと思うのです。

一遍に改善できなくてもちょっとずつ改善してい

く、それ大事だと思いますが、どうでしょう。 

〇町長（齊藤啓輔君） 14番、大物議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 ドクターの都合もあるかと思うので、担当のほ

うで調整しながらやっていくので、あとオペレー

ションで改善できるところはオペレーションで改

善しますし、それ以外は担当で改善すべき点につ

いて私のほうからも指示してありますので、担当

課のほうで検討するかと思います。 

〇14番（大物 翔君） ３番目についてはどちら

かというと今少し触れた部分もあったので、改善

はできるだけしていくよという話だったので、そ
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の辺はここで終わります。 

 ４番目の待ち時間の工夫など、コロナの以前は

おもちゃなり本を持ってきてとやっていたけれど

も、今後どうしていくかはちょっと検討しますと

いうお話だったと思うのです。待ち時間に関わっ

て、さらに会場そのものという話でも少しさせて

いただきたいのですけれども、これちょっと私も

聞いてびっくりしたのだけれども、倶知安町さん

の事例なのですけれども、もともとは余市と同じ

ように大きい部屋にござというか、カーペット敷

いて、保護者さんもお子さんもこうやって待って

いる状態で健診やっていらしたのですけれども、

コロナが来た関係で会場をパーティションで区切

るという仕組みを取ったそうなのです、もともと

は感染予防ということで。そのパーティションの

中に保護者さんとお子さんがこうやって待ってい

て、保健師さんだとかが回ってきて、様子うかが

いしたりするというような形を取ったり、あるい

は別のブースのところでお医者さんのもとで健診

を受けたりという形を取っている。これは最初は

感染対策ということで始めたのだけれども、保護

者さんたちのほうに実際どうでしたかというふう

に聞き取りをしていったところ、子供たちもここ

にいなければいけないのだなということをある程

度認識する場合が多いらしくて、結局隣の様子が

わざと分からないようにもなるものですから、常

に誰かに見られているというストレスを減らすこ

とが結果としてできたという、副次的な効果だと

思うのですけれども、実際専門の方の作業時間と

いうのは全般通すと少し長くなってしまったのだ

けれども、非常に満足度が高いと。今後もこの仕

組みはちょっと継続していこうと思っているのだ

という、これはあくまで倶知安町の事例ですけれ

ども、そうやって負担を減らしていくという試み

も一つありなのではないかなと。物買ったりする

のにお金かかると思いますけれども、そういうや

り方で改善していくのも一つ手かと思うのです

が、どうでしょう。 

〇町長（齊藤啓輔君） 14番、大物議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 この質問全般を通しての論点は、いかにオペレ

ーションで改善ができるかというところなわけで

す。だから、これまでは前例に基づいてずっとや

ってきたわけだけれども、様々な不具合が生じた

らその都度もちろん事態に応じてアップデートし

ていかなければ行政も駄目なわけで、それをやる

ようにという指示を私は出しているわけだから、

様々な側面で担当のほうでいろいろと検討するか

と思います。 

〇議長（中井寿夫君） 大物議員の発言が終わり

ました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午前１０時１７分 

                              

再開 午前１０時３０分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一般質問を続行します。 

 発言順位３番、議席番号９番、岸本議員の発言

を許します。 

〇９番（岸本好且君） 令和５年余市町議会第２

回定例会に当たり、さきに通告しております質問

を行います。町長におかれましては、答弁のほう

よろしくお願いいたします。 

 本町農業後継者の確保対策について。生産年齢

人口の減少や人口構造の変化により、企業や地域

産業の担い手不足は大きな社会問題となっており

ます。特に農業分野においては深刻な問題です。

道内では過去20年間で農家戸数の４割が減ってい

る現状にあります。その背景には生産物によって

農業基本法に守られてきた国の価格政策や仕組み

が平成11年の基本法改正により市場任せの農政に

転換したことが原因です。本町の基盤産業である

果樹においても需要減や生産コスト増など市場環
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境が農家経営を圧迫し、後継者不足とも重なり、

結果経営を断念するケースが起きています。本町

の地域経済に与える影響は非常に大きいと考えま

す。今後本町の農業者が減り続け、耕作放棄地が

増えれば、地域の崩壊につながりかねず、早急に

対策を講じなければなりません。現在農業の担い

手不足が深刻な現状を踏まえ、道内において家族

や親戚以外が後継者となる第三者継承が定着しつ

つあります。本町がかつての果樹王国を復活させ

るためにも自治体が農協と連携し、その仲介役と

しての体制づくりが急がれます。農地や施設、機

械だけではなく、豊富な技術もスムーズに引き継

がれることで後継者が継承され、本町の大切な基

盤産業である１次産業の農業をしっかり守り、発

展させることにつながると考えます。町長の見解

をお伺いします。 

〇町長（齊藤啓輔君） ９番、岸本議員の質問に

答弁します。 

 第三者継承については、移譲希望者の農地、農

業施設、機械等の有形資産と農業技術、経営ノウ

ハウ、販路等の無形資産を第三者に受け渡すこと

により農業経営を継承する手法であり、独立就農

に比較すると早期に安定経営の確立が図られると

考えます。本町でも事例はありますが、資産の引

継ぎ、人間関係の構築、住宅の譲渡等の課題もあ

ると伺っています。現在本町では新規就農者の確

保に向け国の制度である新規就農者育成総合対策

の活用及び町独自の制度として熟練農業者による

研修制度により新規就農者の早期に経営の安定に

向けた取組を行っていますが、第三者継承につい

てもマッチングとして有効な手法と考えており、

関係機関との連携を図りながら本町への新規就農

希望者の窓口である余市町新規就農活動支援セン

ターの活動強化に努めたいと考えています。 

〇９番（岸本好且君） 支援強化に努めていくと

いうことですが、私は、農業の人手不足問題には

大きく分けて２つあると思っているのです。一つ

は今回質問しています担い手、要は後継者不足で

す。そして、もう一つは、今収穫時期を迎えてき

ますけれども、実際働き手不足、農業分野の労働

者不足が大きく、それは収穫時期にこだわらず、

春の営農のスタートからやっぱりなかなか人手が

ないということで、そういう話を農家の方からよ

く聞きます。労働者不足については以前に人手不

足問題で町長に提案したこともありますけれど

も、今回は農業後継者の継承について、特に第三

者継承について再質問させていただきます。 

 農協の組合員も多いときは500人を超えていた

時期もありましたが、現在はいろいろな事情があ

ると思いますが、農協離れも多少あって、組合員

は確実に減少してきています。特にリンゴ栽培専

業農家の減少が大きくて、非常に深刻と受け止め

ています。町長、当然これ市場との絡みもありま

すけれども、今の余市町の農業の形態といいます

か、変化していくこの現状をどのように捉えてい

らっしゃるか、その点まずお聞きしたいと思いま

す。 

〇町長（齊藤啓輔君） ９番、岸本議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 余市町の農業に関しては、主力産業の一つとし

て非常に町としても力を入れている分野でありま

す。特に私意図的にワインを発信しているわけで

すけれども、そればかりしかやっていないのでは

ないかと言われるけれども、そういうわけではな

くて、予算見れば全部やっていると分かりますけ

れども、農業にも全部力を入れてもちろんやって

いるわけで、それこそリンゴの栽培に関してはよ

り加工向きの多く果実のなるものに品種を変えて

いくだとか、そういうことをやっていますし、あ

とは共選の機械についても農協の支援をしている

ということであります。農業の変遷を見ていった

ら、やはり農業の産地として育まれてきた長い歴

史があるわけなので、質問の中にもありました果

樹王国としての地位をまだまだ確立しているわけ
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でございまして、サクランボに関してはもうすぐ

収穫時期を迎えるわけですけれども、北海道から

域外に出す農産品の売上げの中では相当な高い地

位を占めておりますし、先ほど農協の方から旬を

迎えつつあるミニトマトの話も聞きましたし、そ

ういう高付加価値の、高収益の農産品に切り替え

ているという現状もありますし、それこそイチゴ

ですとか通年を通して需要がある作物を育てる方

も出てきているわけです。このように全体として

見ますと、果樹を中心とした柱がありまして、そ

れ以外にもビニールハウスの中で育てる作物など

も増えてきており、バランスの取れた農業体制を

確立しているというふうに思っております。一方

で、岸本議員がおっしゃるとおり、後継者の問題

というのがあるので、その点は先ほど来も答弁し

ておりますが、農水省もその点認識しておりまし

て、様々なマッチングのプラットフォームを整備

するということもやっておりますので、農協や農

水省とも連携しながら産地を守るような取組を引

き続き取り組んでいくということでございます。 

〇９番（岸本好且君） 今の齊藤町長の答弁にあ

りましたように、大変齊藤町長もワインについて

は手腕を発揮されて、生産農家も増えて、他の町

村といいますか、それに比べて農業後継には一定

の成果が出ていると私思っています。その意味で

私も大変今のワイン産業については評価をしてい

ますし、これからも期待したいと思いますが、一

方で今町長のお話ありましたように、後継者継承

については町内の地域によってやはり立地や他の

条件等が合わず、農地を移譲するというのはなか

なか難しくて、時間もかかりますし、結果的に売

却もできずに放置されている農地が、まだそんな

に多くはないですけれども、少しずつですが、余

市町も出てきているのが現状だと思っています。

余市町の農業は畑作と違って、やっぱり果樹、そ

れから今イチゴの話もありましたけれども、ハウ

ス栽培の施設、伸びていくところはいいのですけ

れども、実際私も農業者の息子なので、私の実態

を話したら隣がハウスが崩壊して、草ぼうぼうで、

木も生えてきている状況で、そこに行くたびにち

ょっと悲しくなるのですけれども、要はそれが１

年、もしくは２年放置されてしまうと畑作と違っ

て全く価値というのですか、それがどんどん、ど

んどん下がって、次に営農を復活させるには相当

な労力と資金も必要になると。そのようにならな

いためにも、当然親族が後継するのが一番ベター

なのですけれども、なかなかそうはいかない農業

者については今親族以外の第三者継承、様々な取

組はしていると思いますけれども、いま一歩積極

的に推進する必要があると考えます。やはりリン

ゴにしてもブドウにしても長年かかりますから、

生産するまで。ですから、早め、早めのそういう

施策といいますか、後継者の積極的な、要するに

継承をつなげていく取組というのはやっぱり、こ

れ町がやる仕事ということよりも町が率先して関

係団体との連携は必要かと思いますけれども、再

度その辺ちょっと町長のほうからお聞きします。 

〇町長（齊藤啓輔君） ９番、岸本議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 農地に関しては、もちろん農業委員会のほうで

きちんとマッチングなどをやっておりまして、余

市町に関しては結構人気が高いというふうに認識

しておりまして、新規就農の希望が毎年毎年たく

さん来ているわけであります。一方で、新規就農

以外の、今回質問は継承の論点だと思いますけれ

ども、それに関してはもちろんしっかりやめられ

る農家さんが後継ぎというのを見つけていかなけ

ればならないわけでございまして、もちろん農家

のみならず、それこそ水産加工の話とかも様々な

業種で後継者対策というのはあるかと思っていま

す。この点に関しては、先ほども申し上げました

とおり、農水省も考えておりまして、マッチング

のプラットフォームなどを整備するやに聞いては

おります。労働力確保と後継者の確保、両方の分
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野においてですけれども、そのような仕組みと連

携しながら町としてもきちんと対策に取り組んで

いくということでございます。 

〇９番（岸本好且君） 最近の農業、専業農家と

いいますか、その年齢構成というのはこれ全国的

に見ても相当上がってきている。ちょっと古いデ

ータですけれども、令和２年で平均年齢が66.8歳

ということで、そのうち70歳以上が約４割を超え

ている状況にあります。余市町の農業者の年齢構

成がどのようになっているかちょっと承知してい

ませんが、やはり相当高いのではないかなと思っ

ています。私が知る限り、実際80歳、もしくは80歳

超えても元気に立派に農業経営される方も確かに

いますし、結構そういう方と出会うことが多いの

ですけれども、そこから言葉出るのはやはり自分

には後継ぎがいないと。だから、いずれは経営を

断念しなければならない時期が来る、そんな中で

営農されているというのも実際聞きますし、周り

の方も心配されている方もいらっしゃるのですけ

れども、町長、どうですか。今いろいろな対策は

打っていると思うのですけれども、ちょっと先進

地なんか見ますと、新規就農される方というのは、

やっぱり余市町魅力あるので、どんどん前向きに

資金も当然用意されて、そうやって余市町に入っ

てくる。それはすごく歓迎しますし、そういう立

地条件いいところを求めていくと。それは変な話

あんまり手だてしなくても伸びていく分野と思う

のですけれども、やはり地域によって、先ほど言

いましたように、立地条件がなかなか合わないで

すとか、そういうところが取り残されていくとい

うのが実際余市町もありますので、何かそういう

専門の部署といいますか、そういうのをつくって、

いろいろなことをやっているのだけれども、後継

者に特化したもので何かつくれないでしょうか。

その考えがあればちょっとお聞きしたいです。 

〇町長（齊藤啓輔君） ９番、岸本議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 後継者対策の専門的な部署に関してという質問

ですけれども、農林水産課のほうで、主管課なの

で、そちらがきちんと対応しますので、専門的に

後継者だけに特化した部署というのは今のところ

は考えてはいません。 

〇９番（岸本好且君） やっぱり後継者がいても

いなくてもこういうものというのは、大変農業経

営って難しいところがありますので、総合的に判

断して取り組んでいかなければならない分野だと

思っています。先ほど町長から話ありましたよう

に、農地を手放す、そのときに設備とか、もちろ

ん農地とかはそれが有形資産という形であると同

時に、物すごく大事なのは営農技術、ノウハウ、

無形資産と言われると思うのですけれども、そう

いう方がきちんとつないでいくというのが、これ

が途切れてしまうとすごく前向きな人でもなかな

か継承に時間がかかったり、結果的に軌道に乗ら

ないケースも出てくるのではないかと思っていま

す。そういう意味で、今道内において第三者継承

が積極的に行われている町村が釧路管内の浜中町

や渡島管内、八雲町、それから、トマトで有名な

日高管内、平取町があります。その中でも早くか

ら取り組んでいるのが、ちょっと私も知り合いが

いるのですが、鷹栖町なのです。ただし、同じ農

業といっても全く形態が違うのです。果樹はそう

はいかないよと話はするのですけれども、ただち

ょっと知らないので、同じには全くならないと思

いますが、特に余市町の果樹畑の放置を今後増や

さないためにも経営を移譲したい、それを引き継

ぎたいという希望者をそれぞれサポートする施設

といいますか、鷹栖町では農業交流センターとい

うものを早くから、５年前ですか、立ち上げて、

実際１年間研修して、２年目は継承元のところで

実際実習に入って、そこから、そこの経営者から

ノウハウを、技術を指導受けて、３年目に就農す

ると。同じ形態、ほかにもあると思いますけれど

も、継承に特化すればそういうものをつくって、
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何とか経営を継承していく余市町の農業、果樹。

ある高齢者の方から言われたのは、岸本さん、息

子でなくていいのだと。娘でなくていいのだと。

自分が今まで先代からずっと作り続けてきたこの

農地、この畑を誰かにやってもらいたいと。荒れ

たところは見たくないと。それが実際の本当の気

持ちなのだと思います。そういう意味で、余市町

も将来のために何とかそういうサポートする施設

や体制を整備するシステム、この際きちんとつく

る、農業交流センターがいいのか別として、そう

いうものを余市町も将来のために必要かと私はす

ごく感じていますので、再度、しつこいですけれ

ども、ちょっと町長の思いを聞かせていただきた

いと思います。 

〇町長（齊藤啓輔君） ９番、岸本議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 事業継承と先ほど労働力の確保という話、２つ

もちろんこの辺論点あるわけですけれども、農業

労働力の確保に関してはちょっと来週農協のほう

で、うちに新しく農水省からスタッフが来たので、

彼に説明をしてもらいますけれども、要は産地ご

とに収穫時期が違うわけです。南から北上してい

くわけなので。その労働力をマッチングする制度

というのを農水省がやっており、それを農協が窓

口になって、きちんと受けることが、農水省がお

金をつけてやりますよというような制度があるの

です。例えばそういうところから移動してきて、

ここで、余市で作業して、気に入ったらその人が

引き継ぐということにもつながる可能性もありま

すから、そういう総合的な政策を全部やりながら、

先ほどの追加になりますけれども、余市町も新規

就農支援センターがありますので、そこの活動を

強化しながらやっていきたいというふうに思って

います。 

〇議長（中井寿夫君） 岸本議員の発言が終わり

ました。 

暫時休憩します。 

休憩 午前１０時５３分 

                              

再開 午前１１時１０分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一般質問を続行します。 

 発言順位４番、議席番号16番、白川議員の発言

を許します。 

〇16番（白川栄美子君） 令和５年第２回定例会

に当たり、さきに通告の１件について質問いたし

ます。 

 障がい者支援について伺います。一言で障害と

いってもその種類や程度は様々で、必要とするサ

ービスもサポートも人それぞれ違います。身体に

障害のある人、視覚や聴覚に障害のある人、知的

障害や発達障害のある人、精神障害のある人、そ

うした障害のある人もない人も皆同じように地域

の中で暮らしております。障害のある人にも地域

で安心して暮らしていただけるように日頃困って

いることや配慮してほしいことなどを解説した障

害サポートハンドブックの作成について令和２年

第３回定例会で質問させていただきました。その

ときの町長の答弁の中に他の自治体を参考にしな

がら検討してまいりたいという答弁をされており

ました。第６期余市町障がい者計画・障がい福祉

計画の中で生活環境の整備に緊急時の対応で最も

重要となってくるのが日常におけるコミュニケー

ション、平常時から地域や関係機関等と情報を共

有し、地域における防災ネットワークの組織づく

りに加え、近隣の世帯の状況を把握し、日頃から

付き合いを深めることが重要なことと書かれてお

りました。第６期計画の中で障害サポートハンド

ブックの作成についてどのように検討されたのか

伺います。 

 また、障害のある人に対応した公営住宅の確保

や優先入居について対策を図ることも必要と言わ

れておりますが、障害者が入居する住宅が少ない
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と思います。どのように考えておられるのか、見

解を伺いたいと思います。 

 以上１件、ご答弁のほうよろしくお願いいたし

ます。 

〇町長（齊藤啓輔君） 16番、白川議員の質問に

答弁します。 

 １点目の第６期計画の中で障害サポートハンド

ブックの作成についてどのように検討されたかに

ついてですが、第６期余市町障がい者計画・障が

い福祉計画において障害のある人が日常生活や社

会生活を送る際に生じる社会的障壁を除くため、

地域住民が障害者への理解を深められるよう啓発

を行うこととなっています。これまで新型コロナ

ウイルス感染症の影響により遅れておりました

が、障害サポートハンドブックの年内中の完成を

目指し、現在作成を進めているところです。完成

後は、それを基に理解促進、啓発事業を行いなが

ら、障害の有無にかかわらず相互に人格と個性を

尊重しながら共生する社会の実現を目指して取り

組んでいきます。 

 ２点目の障害のある人に対応した公営住宅に関

する質問ですが、現在障害者向けの特定目的住居

は美園団地Ａ棟及びＢ棟に各１戸を配置していま

す。また、改良住宅を除く町営住宅の中高層の団

地にはエレベーターが設置され、特定目的住居で

ない住戸も構造上一定程度障害者への配慮がされ

ているものと考えます。今後におきましても障害

者の入居申込み状況に注視していきます。 

〇16番（白川栄美子君） コロナがあって、なか

なか作成に至らなかったと、遅れているというこ

とで、年内中には完成する予定だということもご

答弁聞きましたので、本当に前向きに検討してい

ただいたのだなということを感じております。私

もいろいろな立場の中で、相談を受けた中でほと

んどは保健師さんにつなぐという状況の中でやっ

ておりますけれども、ただサポートのハンドブッ

クがあることで対応、関わり方が本当に勉強にな

るというか、だから共々に勉強しながら関わって

いくということで相手に安心感を与えるのだなと

いうことも本当に実感しておりますけれども、今

後サポートハンドブックを作成したときに町民と

の共有を考えたときにどういった方を対象にまず

は活用していくということ考えておられるのかち

ょっと伺いたいと思います。 

〇町長（齊藤啓輔君） 16番、白川議員の質問に

答弁します。 

 サポートハンドブックに関しては、啓発目的と

いうのが大きいかと思います。民生委員ですとか

区会ですとか日赤などを中心に配付することにな

るかと思いますが、担当課として作成後にその辺

は精査していくのだと思います。 

〇16番（白川栄美子君） 私もずっとそういう中

で考えていて、やっぱり地域に密着して活動して

いる方は民生委員だなと。それと、保健推進委員

さんだとか、あと区会の区会長さんだとかという

ことを中心にまずは啓発しながらやっていくこと

によって幅広く理解が得られて、また守ってあげ

る状況も出来上がってくるのかなということを感

じておりました。その中で、今コロナも緩和され

ましたし、いろいろな行事も活動も行われていく

と思うのですけれども、障害者サポーター養成講

座、これも併せて今後の中できっと進めていくと

思うのです。そういった中で計画の中ではそれも

多分進めていくと思うのですけれども、そういう

ことはちょっと考えておられるのかどうなのか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 16番、白川議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 先ほども申し上げましたが、サポートハンドブ

ックももちろん作っておりますが、それを基に理

解促進ですとか啓発事業を行っていくので、様々

な理解促進のための事業はやっていく予定であり

ます。 

〇16番（白川栄美子君） ということは、要する

にサポーター養成講座の中でもこのハンドブック
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を活用していくということで理解してよろしいの

でしょうか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 16番、白川議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 養成講座の中で活用するかどうかは今後できて

から考えると思いますが、ブックがある以上はそ

れ使うのはもちろん当然のことだというふうに思

います。 

〇16番（白川栄美子君） 分かりました。ぜひと

もいろいろな部分で活用していただければいいな

と思っております。 

 それから、次に住宅の関係です。これまでも全

然障害者の方が増えていくというのと、それから

身体障害もあれば、内部障害もあればと。それか

ら、精神疾患とかいろいろな障害がある方が多い

のですけれども、そういった中でなぜ町営住宅に

入りたいかというと、まずは雪投げするのが大変

だということもある。そういった中で、一般の黒

川団地だとか美園団地というのは構造上団地なの

で、５階建てとかなっていますので、雪投げはし

なくてもいいということで、そういうところに入

りたいという入居者が多いのです。希望が多いの

です。一般のところにつくっていただいても雪投

げが大変だという条件が加わってくるので、なか

なかそこには入られないと。そういった中で、本

当に障害持っている方って様々ですけれども、年

齢的にも結構高齢者が多いという中で、どうして

もやっぱり美園団地、黒川団地に集中してしまう

と。そういうところが１件、２件という形になっ

てしまうと入れない状況と、それから本当に福祉

ということ考えたときにもっともう少し行政的に

もそういったところの団地に多く入居できるよう

な、そういうことを広げていただければいいなと

思っているのですけれども、そこの考え方という

のはどうなのか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 16番、白川議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 町営住宅の入居に関してなのですけれども、入

居の選考に関しては町が直接やるわけではなく

て、選考委員によって行われるわけです。障害者

であることは選考時においても一定の判断基準の

一つになるかと思いますが、選考委員の判断によ

るわけでございますので、その点は様々な要因を

基に選考されるのではないかと思います。町とし

て広げるかどうかに関しては、これは公営住宅の

在り方の論点に関わってくるので、今私としては

人口が減少していく中で公営住宅を新たに建てる

ということは想定あんまりされなくて、集約と、

あとは民間の建物を活用するのが一番効果的では

ないかと思っておりますが、いずれにせよ町営住

宅のバリアフリーに関しては、先ほどの答弁でも

ありましたとおり、基本的にはバリアフリー構造

を標準仕様としているので、一定程度のバリアフ

リーは確保されているというふうな認識なのとエ

レベーターとかもありますし、あと手すりとか必

要な場合は補助金でつけられるようなこともあり

ますので、そういう対応はしていくということで

あります。 

〇16番（白川栄美子君） 言うことも分かるので

すけれども、実際に入居の申込みの流れが出ます

よね。見たときに自分は申請しても入れないわと、

ここしかないから駄目だわといって入居を断念す

る障害者も現実にいるのです。そういった中で、

本当に申し込んでもたくさんいればやっぱりはじ

かれてしまうから、どうしても自分はまた駄目だ

なと思えば申し込めないという現状がまずあると

いうこと。だから、そういう団地に、黒川団地、

美園団地にもっと入れる状況を、件数を増やして

くれればいいなというのは希望なのです。よく町

長は民間の住宅も活用するということをお話しさ

れるのですけれども、民間を借りたらやっぱり家

賃が高いでしょうということ。その家賃を町で補

助するという話もあるのかもしれない。でも、そ

れが５年、10年、15年と家賃の補助って続くもの
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なのかということ考えたときにやっぱりそこだっ

てどうなるか分からないですものね。そういう部

分というのは、どういうふうに考えておりますか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 16番、白川議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 公営住宅の在り方の論点はまたは別のところな

ので、まだ私のほうで民間企業に家賃補助すると

いう、そういう政策は出しているわけではなくて、

頭の体操としてそういうことがあり得るのではな

いかということ言っているだけなので、ここはち

ょっと別の論点なので、ここではそこは話さずに

いきますが、公営住宅、町営住宅の入居に関して

はやはり所得などがメイン、主な選考、そこが見

るポイントになっていると思いまして、そこで選

考委員によって優先度が判断されることになって

おります。先ほど申し上げましたとおり、障害者

であることが一定の考慮はされますけれども、あ

とは選考基準がありますから、それに基づいて選

考されるかというふうに思っています。 

〇16番（白川栄美子君） 町長の言っていること

分かるのです。基準に基づいてやっているという

のは分かる。ただ、入れる件数が少ないというこ

と私言っている。だから、そこを増やしてほしい

ということです。１件、２件というスペースしか

持っていないでしょう。それと、担当が替わるこ

とによって物の言い方も違ってくるから。いやと、

障害者ばかりに光を当てる、目を当てるというこ

とにならないみたいな感じの物の言い方された

ら、では障害を持っている方はどこに入居すれば

いいのだとなってしまうでしょう。だから、担当

も替わらないでずっと同じ担当がそこに、今担当

が替わっておりますけれども、ずっとそういう形、

同じ答弁というか、同じ回答してくれるのならい

いけれども、中にはそういう状況でない方も過去

にはいらっしゃるということもあるので、私は町

営住宅は入居、障害という部分があると、そこを

本当優先するということもここに書かれておりま

すので、そこは優先する上でやっぱりそこの入居

の募集も増やしてほしいと。件数も増やしてほし

いと。何で町営住宅を申し込むかってやっぱり高

齢者だし、それから年金も少ないと。それの中で

そうやって障害もあれば余計お金もかけれない

と。雪投げにもかけれないと。そういったら、や

っぱり雪投げしなくてもいい、そういう５階建て

だとか黒川団地、美園団地を当然希望するわけで

すから、そういった配慮が今後必要だということ

を私はちょっと訴えたいのです。だから、今後の

中で枠を広げると。件数の枠を広げてほしいとい

うのが希望ですので、そこを今後の中で考えてい

ただければいいなと思うのですけれども、再度町

長の答弁聞いて終わりたいと思います。 

〇町長（齊藤啓輔君） 16番、白川議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 障害者の方の入居申込みについては、特定目的、

例えば高齢者単身ですとか高齢者世帯ですとか障

害者向け住宅もありますけれども、そういう特定

の目的を持っている住居以外でも申込みはできる

わけです。なので、一定程度の戸数は確保されて

おりますので、あとはどういうふうな基準なのか

というのは担当課のほうで随時状況に応じて検討

していくところではないかと思っています。 

〇議長（中井寿夫君） 白川議員の発言が終わり

ました。 

各会派代表者会議並びに諸会議の開催、さらに

昼食を含め、午後１時30分まで休憩します。 

休憩 午前１１時２７分 

                              

再開 午後 １時３０分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一般質問を続行します。 

 発言順位５番、議席番号７番、山本議員の発言

を許します。 

〇７番（山本正行君） 令和５年余市町議会第２
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回定例会においてさきに通告した一般質問１件で

すが、町長には答弁のほどよろしくお願いします。 

 本町職員の時間外労働の実態と職場環境につい

て。近年国では働き方改革が叫ばれ、2024年問題

がささやかれているが、公務員も例外ではないと

思います。長時間労働の是正、働きやすい職場環

境が期待されている中、本町としても取組が必要

と思われます。自治体職員の仕事内容は年々多岐

にわたり、業務量も膨大になっており、部署によ

っては恒常的な長時間労働や休日出勤が見受けら

れると聞いております。このような中、本町職員

の時間外労働の実態と職場環境についてお伺いし

ます。よろしくお願いします。 

〇町長（齊藤啓輔君） ７番、山本議員の質問に

答弁します。 

 本町職員の時間外労働の実態と職場環境につい

ての質問ですが、時間外労働の実績につきまして

は１人当たりの年間時間数が令和２年度108.8時

間、令和３年度113時間、令和４年度121.2時間と

なっています。議員ご指摘の自治体職員の業務内

容は年々多岐にわたり、さらに近年は新型コロナ

ウイルス対応などにより一時的に業務量が多くな

った部署もあることは認識しています。今後コロ

ナ後の状況を見極めながらワーク・ライフ・バラ

ンスの充実のため働きやすい職場環境の整備に努

めます。 

〇７番（山本正行君） 予想している答弁よりち

ょっと淡泊で、私もいろいろとイメージはしてい

るのですが、なかなか私の質問も淡泊だったから、

町長の答弁も淡泊だったのかなとも思います。こ

の質問は、約３年くらい前の定例会で一度させて

いただいております。そのときに町長からは丁寧

な答弁をいただいて、内容としては一度終わって

おりますが、今回新たに質問したのは実態として

は私も実績を見ている中で100時間程度の時間外

の実績が出ているということで、平均的な数字に

関しては特に問題にしているわけではない。現実

労働基準法の改正やそれにより時間外労働の１か

月当たりの一つの目安というわけでないのです

が、45時間かつ年間360時間という、こういう一つ

の数字が今現在出ておりますが、今回私が心配す

るのは恒常的な時間外、要するに一部の人間だけ

に特化した時間外がもしあったときどうなるだろ

うということを考えて、危惧して、今回質問をさ

せていただいております。なぜかといいますと、

私も役場職員現職時代に、もう30年以上前ですが、

私の目の前で心筋梗塞で倒れて亡くなった職員が

１人おります。そのときの時間外労働の実態を見

ると、月平均60時間以上の時間外労働をしていた

と。それが何か月も続いていると。そういう中で

起きた事故であります。それを今、国の制度等を

見ると、今は月100時間を超えるような、60時間か

ら80時間の残業になるといろいろと病気にかかり

やすい時間数という目安、さらには100時間を超え

ると過労死の危険な時間数と。今思えばこの数字

に該当してあったのかなと。ただ、その頃は法律

で特にそういう時間数の目安もありませんので、

定められておりませんので、現実その方は過労死

認定申請も行わず、通常の労災適用で終わったと

いう過去の苦い経験があります。そのとき私も組

合の執行委員長という立場でその問題を、役場と

の話合いもしましたが、結論的にはそういう状況

で終わっておりました。私があえてこれを持ち上

げたのは、トータル的には今町長からあったとお

り、平均数字がそんなに高い数字ではないという

実態も分かっておりますが、万が一ですが、一部

の偏った超過勤務をしている職員がいて、それが

危険な状態になって、事故が起きてしまえば大変

だなと、そんな思いで今回質問させていただいて

おります。今町長からあったとおり、働きやすい

職場環境ということも併せて質問させていただい

ておりますが、最初に恒常的な特化した超過勤務

で万が一のことがないようにするという考え方に

ついていま一度町長のほうから考え方をお聞きし
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たいなというふうに思います。 

〇町長（齊藤啓輔君） ７番、山本議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 働き方改革との関係でということですけれど

も、先ほど申し上げましたとおり、１人当たりの

年間の時間数はそれほど多くないというのが印象

というか、実際にデータとして出ております。山

本議員が心配しているのは、特定のところに偏ら

ないようにということなのだと思いますけれど

も、その辺は管理職のほうできちんとそのように

マネジメントするようにするということだという

ふうに思っています。 

〇７番（山本正行君） 偏らないような対応をし

ていきたいと。 

 それで、今の偏った超過勤務が起こらないよう

な職場環境づくりの考え方について今そのように

したいという答弁がありましたが、それで私から

も提案ではないですが、再確認の意味で職場環境

に対する、当然超過勤務の是正の問題やいろいろ

な問題が関わってきますが、職場環境という言葉

を今回あえて使って質問させていただいた意図

は、すごく職場環境という言葉を考えると、範囲

が非常に広いと。なぜかといいますと、職場にお

ける空間、要するに冬場の温度関係、そういう環

境も職場環境だし、デスクワークする場合の周り

の空間も当然職場環境だし、照明も電気も職場環

境と。さらには、そこで一緒に働く人間関係も職

場環境と。いろいろなことを併せ持った関係がこ

の職場環境という言葉に当てはまってくるのかな

というふうに思っております。そういうときに時

間外労働の是正だけではなく、職場環境も見直し

をかけると。これがやはりそういう公務災害、過

労死などを含めたそういう災害を未然に防ぐ意味

でも大事なことであろうというふうに思っており

ます。それで、現実に今余市町で行っている職場

環境に関係するケアというか、そういうものは何

を行っているのか。例えばアンケートをやってい

るのか含めて、その辺の考え方をいま一度聞きた

いなというふうに思います。 

〇町長（齊藤啓輔君） ７番、山本議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 あらゆる意味での職場環境ということで、例え

ば余市町の役場の場合、御存じのとおりクーラー

もついていないので、近年非常に温度が上がって、

１階でちょっと体調悪くする方とかもいるほどま

あまあつらい環境なのです。私の部屋もそうです

けれども、めちゃくちゃ暑いのですけれども、そ

ういう環境でもあるし、それは本当に自治体で働

く職員としては適切な環境ではないと思うわけで

す。それこそ人間関係だっていろいろあるわけで

すけれども、そこは働く以上わがままにここは嫌

だからということもできないのも事情としてはあ

るわけです。様々な要因がありますけれども、き

ちんとマネジメント、管理職のほうでそういう情

報は吸い取って、変えられるところは変えるとい

うことをやっているということに尽きるかと思い

ます。 

〇７番（山本正行君） 今町長から環境あまりよ

くないという言葉がありましたが、私もふだん見

ていて、暑い中、去年の夏ですか、大きい扇風機

をフロアに置いたりして、対応はしているのは見

ておりますが、職員かわいそうだなと正直言って

私も思っております。ただ、やはりそういう状況

が長く続いて、それが起因となって、遠因となっ

て、見えないところからそういうことの積み重ね

が病気になる場合も中にはあると思います。それ

で、同じことを何回も言っても堂々巡りですので、

そろそろやめますが、最後に町長にお願いしたい

のは、町長は200人近くいる職員のトップでありま

す。トップということは会社でいえば社長という

ことになります。社長は、日常的に職員の健康か

ら日常的な問題も含めてでありますが、やはり気

を配って、ケアをして、問題が起きないように対

応していただくという、これが基本的にトップの
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姿勢かと思います。そのようなことを行っている

とは思いますが、ぜひとも職員の労働環境、労働

条件の調整、協議は余市町職員労働組合、役場の

職員労働組合もありますし、管理職は管理職の立

場もありますし、全ての職員がやはり健康で、楽

しく働けるという言葉が正しいのかどうかは分か

りませんが、気持ちよく働けるような職場環境に

するよう町長自らもそういう環境づくりに努力を

していると思いますが、努力をしていただきたい

ということが最後の私の言葉ですが、これに関し

て最後町長から前向きな答弁をいただいて、終わ

りたいと思います。 

〇町長（齊藤啓輔君） ７番、山本議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 余市町の場合、役場職員の労働環境は恵まれて

いると思います。こういうコロナ禍で厳しい中、

民間も様々な苦労しながらやっていく中で、一定

の高い給料が保障されている余市町役場というの

は恵まれている環境にあるかと思います。もちろ

ん私はトップにあるわけですから、職員の健康管

理含めてきちんと見ているわけでありますが、私

は割と職員のほう守っているほうだと思いますの

で、何かあったらきちんと情報上がってくるよう

にはなっているとは思っています。もちろんうち

のスタッフを守るのは私の当然の使命ですので、

引き続きそのように取り組んでいくつもりであり

ます。 

〇議長（中井寿夫君） 山本議員の発言が終わり

ました。 

 これをもって一般質問を終結いたします。 

                              

〇議長（中井寿夫君） お諮りいたします。 

 本日の会議は議事の都合により延会いたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれにて延会することに決しま

した。 

 なお、明22日は会議規則第８条の規定に基づき、

午前10時から議会を再開いたします。 

 本日はこれにて延会いたします。 

延 会 午後 １時４６分 
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